
地区 役職 備考

会　長 藤田 加津栄 平成16年10月28日就任

斉藤 吉夫 平成16年10月28日就任

高澤 栄松 平成16年10月28日就任

高田 直 平成16年10月28日就任

荒川 真里子 平成17年11月25日就任

矢島 敦子 平成17年11月25日就任

伊藤 久 平成17年11月25日就任

金田 健蔵 平成17年11月25日就任

高山 健三 平成17年11月25日就任

石塚 正行 平成16年10月28日就任

野口 政男 平成16年10月28日就任

円山 干治 平成16年10月28日就任

石井 長年 平成17年11月25日就任

魚野 政司 平成17年11月25日就任

中山 博正 平成17年11月25日就任

桜井 二三代 平成17年11月25日就任

宮川 京子 平成17年11月25日就任

小林 豊男 平成17年11月25日就任

中野 長角 平成17年11月25日就任

渡邉 功 平成17年11月25日就任

酒井 弘司 平成17年11月25日就任

森山 俊一 平成17年11月25日就任

松田 武子 平成17年11月25日就任

相馬 あつ子 平成17年11月25日就任
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合併後調整することとした事項の調整の進捗について

新発田市・豊浦町
合併協定書

新発田市・紫雲寺町・加治川村
合併協定書

調整結果

1 都市計画税
合併年度及びこれに続く３年度
は現行どおりとし、新市で調整
する。

新市で調整する。なお、合併特
例法第１０条第１項の規定によ
り、合併年度及びこれに続く３
年度は現行のとおりとする。

（豊紫加）調整中

2 国民健康保険
税

合併後、新市で税率を改正す
る。ただし、合併特例法第１０
条第1項の規定により、平成１
５年度は経過措置として不均一
課税とし、両市町それぞれの現
行の税率とする。なお、国民健
康保険税の納期は、平成１５年
度は両市町それぞれの現行の納
期とする。

合併特例法第１０条第１項の規
定により、不均一課税を適用
し、合併年度は３市町村の現行
のとおりとし、これに続く３年
度は、新市で段階的に調整す
る。納期については、合併年度
は３市町村それぞれの現行の納
期とする。

（豊）国保医療給付総額から
算定し、Ｈ１６年度に新発田
市の現行税率に統一した。

（紫・加）調整中

3 附属機関及び
委員会等

原則として廃止するが、必要に
より適切な措置を講ずる。

原則として廃止するが、必要に
より適切な措置を講ずる。

（豊）合併時に委員定数を増
加したもの、改選時に豊浦地
区からの委員選出を行ったも
のなど、地域バランスを考慮
し、調整を完了した。

（紫加）合併時に委員定数を
増加したもの、改選時に紫雲
寺・加治川地区からの委員選
出を行うものなど、地域バラ
ンスを考慮し、調整を進めて
いる。

4
体育施設及び
公民館の使用
料

当分の間、現行どおりとし、内
容については新市で調整する。

当分の間、３市町村の現行のと
おりとし、内容については新市
で調整する。

（豊紫加）調整中

5 消防団の分団
消防団の分団については、現行
どおり新市に引継ぎ、合併後に
再編を検討する。

消防団の分団については、現行
のとおり新市に引き継ぎ、再編
を検討する。

（豊）消防団主導の再編成検
討委員会での議論を経て、Ｈ
１７年４月に再編を完了し
た。

(紫加）調整中

6 健康優良世帯
表彰制度

廃止し、新市で啓発事業等につ
いて検討する。

廃止し、新市で啓発事業等につ
いて検討する。

（豊）人間ドック受診結果か
ら要指導対象者の把握、訪問
指導を実施することとし、Ｈ
１５年１０月から実施した。

（紫加）めざせ１００彩事業
の中で市民参加型の事業を展
開していく。

１６　消防団の取扱い

１７　国民健康保険事業の取扱い

９　行政組織機構等の取扱い

１１　使用料・手数料の取扱い

項　　目

６　地方税の取扱い
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合併後調整することとした事項の調整の進捗について

新発田市・豊浦町
合併協定書

新発田市・紫雲寺町・加治川村
合併協定書

調整結果項　　目

7 保険料及び納
期

合併時に介護保険事業計画を見
直し、新たに介護保険料を設定
する。ただし、平成１５年度は
経過措置として、両市町それぞ
れの保険料及び納期とし、平成
１６年度から統一する。

介護保険事業については、新発
田市の制度を適用する。ただ
し、合併時に介護保険事業計画
を見直し、統一保険料を設定す
る。なお平成１７年度は３市町
村それぞれの保険料及び納期と
し、平成１８年度から統一す
る。

（豊）Ｈ１６年度から統一し
た。

（紫加）Ｈ１７年度に第３期
介護保険事業計画を策定し、
Ｈ１８年度から統一する。

8 郷人会組織
城下町新発田会及びえちご豊浦
会に対する支援については、当
分の間、現行どおりとする。

（豊）Ｈ１７年度補助金を支出し、
補助金による支援を終了した。

9 友好都市・姉
妹都市

新市の友好都市・姉妹都市とし
て引き継ぐ。ただし、内容につ
いては、新市で見直しを行う。

（紫加）調整中

10 生きがい対策
推進事業

新発田市の制度を適用する。た
だし、内容については、合併
後、新市で調整する。

(豊）老人クラブ連合会が合併し、
その中で事業内容を調整してい
る。豊浦地区においても多彩な
活動を推進している。

11 地域ふれあい
ルーム事業

豊浦町の制度は、当分の間、現
行どおりとする。合併後は、豊
浦地区のふれあいルームの増設
を図り、新発田市の制度に移行
する。

当分の間、３市町村の現行のと
おりとし、新市において、ふれ
あいルーム増設の方向で調整す
る。

（豊紫加）調整中

12 敬老祝金品等
贈呈事業

合併時、両市町の制度は、現行
どおりとする。なお、合併後、
新市において新制度を検討す
る｡

合併時、新制度を適用する。た
だし、加治川村の全対象者への
記念品については、敬老会開催
事業の経過措置と合わせ、平成
20年度まで継続する。

（豊紫加）調整中

13 保育園通園バ
ス支援事業

合併時、両市町の制度は、現行
どおりとし、合併後、新市で調
整する

平成１７年度は３市町村の現行
のとおりとし、平成１８年度か
ら新制度を適用する。

（豊紫加）調整中

14
チャイルド
シート購入助
成制度

平成１５年度は現行どおりと
し、平成１６年度以降について
は、新市で調整する。

（豊）「豊浦地区チャイルドシート
購入助成金交付要綱」制定。Ｈ１
５年度に出生した新生児が満６
歳となるまで対象とする。

15 精神障害者医
療費助成

合併後、新市において新制度を
検討する。新制度適用までの間
は、豊浦町の現行制度適用者
で、豊浦地区に住所を有するも
のについては、継続して助成す
る。

合併時、新制度を適用する。た
だし、合併の日の前日における
紫雲寺町及び加治川村の制度適
用者については、合併年度及び
これに続く２年度は、現行の助
成額を下回らないように配慮す
る｡

（豊紫加）調整中

１８　介護保険事業の取扱い

２０　各種事務事業の取扱い
（１）　企画・総務関係

（２）　福祉関係
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合併後調整することとした事項の調整の進捗について

新発田市・豊浦町
合併協定書

新発田市・紫雲寺町・加治川村
合併協定書

調整結果項　　目

16
紫雲寺町の精
神障害者施設
通所交通費助
成制度

廃止する。ただし、合併の日の
前日における紫雲寺町の制度適
用者については、合併年度は継
続して助成し、新市において新
制度を検討する。

（紫加）調整中

17 個別健康教育
事業

紫雲寺町及び加治川村の制度を
基本とし、新市で新制度を検討
する。

（紫加）市民個人の状況に応
じ相談・訪問・教室の紹介な
ど、個別の指導を実施してい
る。

18 フッ素洗口事
業

全市的な実施に向けて検討す
る。ただし、紫雲寺町及び加治
川村の区域においては、当分の
間、現行のとおりとする。

（紫加）合併後市の事業とし
て実施する。

19
紫雲寺地域包
括ケア「れん
ぎょうの里」
事業

継続して実施する。ただし、内
容については、新市関連事業と
の整合を図り、調整する。

（紫加）「れんぎょうの里ま
つり」は特養しうんじで実
施。
適正飲酒「休肝鳥バッヂ」は
在庫販売。
「地域医療学会」は地区活動
に移行。

20
加治川村の合
併処理浄化槽
設置費用補助
制度

継続して実施する。ただし、内
容については、下水道整備に係
る計画の見直しに合わせ、新市
で調整する。

（紫加）調整中

21
加治川村の転
倒骨折予防教
室事業

新発田市の制度を適用する。た
だし、加治川村の制度は、当分
の間、現行のとおりとし、内容
については、新市で調整する。

（紫加）教室はＨ１７年度は
継続。Ｈ１８以降は介護保険
法改正に伴ない、介護予防事
業として実施する予定。

22
紫雲寺町の定
期バス運行事
業

当分の間、継続して実施する。
ただし、内容については、新市
で調整する。

（紫加）調整中

23

農業生産組織
育成事業（農
業生産組織の
設立・運営に
係る助成制
度）

当分の間、現行どおりとする。
ただし、合併後、３年以内に新
市において制度を見直す。

（豊）新発田市・紫雲寺町・
加治川村の合併協議で「加治
川村の制度を適用する」と調
整された。

24 河川カメムシ
防除事業

新発田市の制度を適用する。た
だし、新潟県委託を除いた防除
事業については、合併後、新市
で調整する。

当分の間、３市町村の現行のと
おりとし、新市で調整する。

（豊）新発田市の制度に統一
した。

（紫加）新発田市の制度に統
一する。

25 水田農業構造
改革対策事業

新市において実施方法を統一す
る。

（紫加）Ｈ１８年度に統一し
た方法で実施する。

26 産業まつり事
業

継続して実施する。ただし、内
容については、新市で調整す
る。

（紫加）時期・内容等を調整
し、継続実施した。

（３）　産業経済関係
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合併後調整することとした事項の調整の進捗について

新発田市・豊浦町
合併協定書

新発田市・紫雲寺町・加治川村
合併協定書

調整結果項　　目

27 優良特産品推
薦制度

新発田市の制度を適用する。た
だし、新発田市及び加治川村が
合併前に行った認定について
は、期間満了までの間継続し、
新市で新制度を検討する。

（紫加）調整中

28
加治川村の特
産品宣伝普及
事業

廃止する。ただし、新市で優良
特産品推薦制度との整合を図
り、新制度を検討する。

（紫加）調整中

29 公共下水道使
用料

新発田市の制度を適用する。た
だし、豊浦町の特定環境保全公
共下水道使用料については、当
分の間、現行の料金体系とし、
次期下水道使用料の改定時まで
に合理的な体系を検討する。

（豊）調整中

30 下水道使用料
徴収方法

新発田市の制度を適用する。た
だし、豊浦町の特定環境保全公
共下水道使用料徴収方法は、当
分の間、現行の徴収方法とし、
次期下水道使用料の改定時まで
に徴収方法を見直す。

（豊）Ｈ１５年６月の条例改正によ
り、徴収方法を統一。月岡地区
の特定環境保全公共下水道に
ついては、阿賀野市に事務委託
することとし、Ｈ１６年１０月から実
施。

31 通学区域

平成１５年度は現行どおりと
し、合併後、新たに通学区域審
議会を設置し、新市の通学区域
の見直しを行う。

当分の間、現行のとおりとす
る。ただし、合併後、新たに通
学区域審議会を設置し、通学区
域の見直しを行う。

（豊）見直し要望に沿いＨ１
６年度入学児童生徒から順次
変更を実施。

（紫加）関係区長、自治会長
へ説明したが、見直し要望は
ない。今後地区からの要望に
応じて対応していく。

32

学校（幼稚
園）の給食及
び給食原材料
保存用食品代
補助

平成１５年度は現行どおりと
し、平成１６年度以降について
は、合併後、新市で調整する。

平成１７年度は３市町村の現行
のとおりとし、平成１８年度以
降は新市で調整する。

（豊）Ｈ１６年度から新発田
市の方式に統一。

（紫加）調整中

33 学校給食地産
地消導入事業

平成１７年度は３市町村の現行
のとおりとし、平成１９年度以
降は新市で調整する。

（紫加）調整中

34
中学校自転車
通学ヘルメッ
ト購入費助成
事業

平成１５年度は現行どおりと
し、平成１６年度以降について
は、合併後、新市で調整する。

平成１７年度は現行のとおりと
し、平成1８年度以降は新市で
調整する。

（豊紫加）調整中

35
小・中学校ク
ラブ活動補
助、部活動補
助

平成１５年度は、現行どおりと
し、平成１６年度以降について
は、合併後、新市で調整する。

平成１７年度は３市町村の現行
のとおりとし、平成１８年度以
降は新市で調整する。

（豊）Ｈ１６年度から新発田
市の方式に統一。

（紫加）Ｈ１８年度から新発
田市の方法に統一する。

36 地域公民館活
動助成事業

当分の間、現行どおりとする。
ただし、内容については、合併
後、新市で調整する。

（豊）調整中

（４）　建設関係

（５）　教育関係
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合併後調整することとした事項の調整の進捗について

新発田市・豊浦町
合併協定書

新発田市・紫雲寺町・加治川村
合併協定書

調整結果項　　目

37 地域子ども会
交流大会

当分の間、現行どおりとする。
ただし、内容については、合併
後、新市で調整する。

（豊）市子ども会連合会と町子ど
も連絡協議会が組織統合し、交
流大会についても、少年団体交
換大会に一本化。

38 指定文化財

合併後、新市の文化財として引
き続き指定を受けるよう調整す
る。また、豊浦町のミズバショ
ウ・オニバス管理委託事業につ
いては、現行どおり新市へ引継
ぎ、合併後、新市で調整する。

（豊）調整中

39
学生緊急援助
資金貸付事
業、奨学金貸
付制度

平成１５年度は現行どおりと
し､平成１６年度以降について
は、合併後、新市で調整する。
ただし、両市町の現行制度の適
用を受けているものについて
は、継続して貸付を行う。

合併後新市で調整する。ただし、
３市町村の現行の制度の適用を
受けているものについては、継続
して貸付を行う。

（豊紫加）合併前の制度の適用
者については、継続して制度適
用がなされるよう、条例を制定。

40
小学校統廃合
通学バス運行
事業

当分の間、現行のとおりとし、
新市で調整する。

（紫加）調整中

41 冬期バス運行
事業

平成17年度は現行のとおりと

し、平成18年度以降は新市で調
整する。

（紫加）調整中

42 紫雲寺町の小
学校交流事業

当分の間、現行のとおりとし、
新市で調整する。

（紫加）調整中

43 適応指導教室
実施事業

平成１７年度は現行のとおりと
し、平成１８年度以降は新市で
調整する。

（紫加）現行のとおり２ケ所
で実施することとした。

44 学校教育ボラ
ンティア事業

平成１７年度は現行のとおりと
し、平成１８年度以降は新市で
調整する。

（紫加）Ｈ１８年度以降は新
発田市の制度を適用する。

45
加治川村の幼
稚園預かり保
育事業

継続して実施する。ただし、内
容については、新市で調整す
る。

（紫加）調整中

46 英語指導助手
配置事業

当分の間、３市町村の現行のと
おりとし、新市で調整する。

（紫加）ＡＬＴの雇用時期等
に市の方式に切り替える。

47 家庭教育関連
事業

当分の間、継続して実施する。
ただし、内容については、新市
で調整する。

（紫加）調整中

48 学校週５日制
対策事業

当分の間、継続して実施する。
ただし、内容については、新市
で調整する。

（紫加）調整中

49 学校開放推進
事業

当分の間、継続して実施する。
ただし、内容については、新市
で調整する

（紫加）調整中

50 各種スポーツ
大会実施事業

当分の間、継続して実施する。
ただし、内容については、新市
で調整する

（紫加）調整中

5



合併後調整することとした事項の調整の進捗について

新発田市・豊浦町
合併協定書

新発田市・紫雲寺町・加治川村
合併協定書

調整結果項　　目

51 歴史資料展開
催事業

当分の間、継続して実施する。
ただし、内容については、新市
で調整する

（紫加）調整中

52 埋蔵文化財発
掘体験事業

当分の間、継続して実施する。
ただし、内容については、新市
で調整する

（紫加）調整中

53
加治川村の供
用マイクロバ
ス事業

当分の間、継続して実施する。
ただし、内容については、新市
で調整する。

（紫加）調整中

54
加治川村の能
力開発資金交
付事業

当分の間、継続して実施する。
ただし、内容については、新市
で調整する。

（紫加）調整中

55
加治川村の伝
統芸能継承事
業

当分の間、継続して実施する。
ただし、内容については、新市
で調整する。

（紫加）調整中

56
加治川村の天
然記念物保護
事業

当分の間、継続して実施する。
ただし、内容については、新市
で調整する。

（紫加）Ｈ１７年度ゲンジボ
タル保護水路工事。その後は
地元団体により保護活動。

57
加治川村の生
涯学習基盤整
備事業

当分の間、継続して実施する。
ただし、内容については、新市
で調整する。

（紫加）調整中

58 放課後児童健
全育成事業

新発田市の制度を適用する。た
だし、紫雲寺町及び加治川村の
平日のバス運行については、当
分の間、現行のとおりとし、新
市で調整する。

（紫加）調整中

59 投票区 合併後、新市で調整する。 新市で調整する。
（豊紫加）旧町村の投票区を
踏襲し投票区を一部変更し
た。

（６）　行政委員会関係
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Ⅰ　概　要

 １　合併特例事業

（１）全体計画
　　①合併特例債起債計画額 １５０．８億円(参考:芝豊紫加４市町村での計画額合計　２９４．０億円)
　　②合併特例債借入上限額 １５８．８億円(参考:芝豊紫加４市町村での上限額　　　　３２２．０億円)
                        

　 　 （単位：千円）

事業費 合併特例債 事業費 合併特例債

99,185 93,000 42,688 37,600 　

7,035,049 3,850,500 3,873,216 2,303,653 　

7,134,234 3,943,500 3,915,904 2,341,253

 ２　国県財政支援措置事業

（１）全体計画

　　   国合併準備補助金　０．１億円

　　   国合併補助金　　　  ３．０億円　
　　   県合併特別交付金　５．０億円　

（２）平成１６年度までの実績　
　　　 国合併準備補助金　０．１億円
　　　 国合併補助金　　  　３．０億円
　　　 県合併特別交付金　５．０億円　

 ３　一般事業 （単位：千円）

前年度までの実績 平成17年度計画

343,295 121,691

306,055 38,447

649,350 160,138

 ４　特別会計 （単位：千円）

前年度までの実績 平成17年度計画

1,436,948 788,684

県事業　計

区　　　分

合　　　計

合　　　計

区　　　分

市事業　計

前年度までの実績 平成17年度計画
備　　考

備　　　考

新発田市・豊浦町合併建設計画登載事業の進捗状況

市事業　計

合　　　計

区　　　分 備　　　考

県事業　計

1



新発田市・豊浦町合併建設計画登載事業（県事業）

1 国道４６０号交通安全事業（竹俣万代～天王地区） 16,000 15,100 3,944 3,700 ○ ○

2 国道460号道路整備事業 ○ ○

3 新発田南バイパス整備事業 ○

4 主要地方道　住吉上舘線整備事業 39,553 37,400 13,000 12,300 ○ ○

5 主要地方道新発田津川線（五十公野バイパス）整備事業 ○ ○

6 県道豊栄天王線整備事業 16,500 15,600 14,000 13,300 ○

7 県道豊浦笹岡線整備事業 ○ ○

13 県営広域関連農道整備事業（天王２期地区） 18,375 17,300 6,563 5,900 ○

15 県営湛水防除事業（新発田東部地区） 8,154 7,600 2,775 2,400 ○ ○

16 国営湛水防除事業（大沢地区）＜中江川改修＞ ○ ○

17 国営附帯県営かんがい排水（農地防災排水）事業（吹切川） 603 2,406 ○ ○

18
国営附帯県営かんがい排水（農地防災排水）事業（奥右衛門
川）

○ ○

99,185 93,000 42,688 37,600

事　　　　業　　　　名NO.
事業実施期間

前期事業費 合併特例債

平成１７年度計画

事業費 合併特例債 後期

前年度までの実績

計

合併特例事業

2



新発田市・豊浦町合併建設計画登載事業（県事業）

8
街路事業　西新発田五十公野線　（本町工区）
＊Ｈ１５は特例債事業、Ｈ１６以降は一般事業

154,352 69,100 25,760  ○

9 一級河川太田川改修事業 ○ ○

10 一級河川福島潟改修事業 ○ ○

11 一級河川荒川川改修事業 ○

12 県営広域営農団地農道整備事業（北蒲原東部地区） 49,075  10,125  ○

14 県営農村自然環境整備事業（豊栄地区） 50,696 31,300 ○

19 県営ほ場整備事業（三悠乙見江地区） 61,584 31,875 ○ ○

20 県営ほ場整備事業（太斎地区） 18,033 10,625 ○ ○

21 県営ほ場整備事業（佐々木南部郷地区） 9,555 12,006 ○ ○

343,295 69,100 121,691 0

後期合併特例債 事業費 合併特例債 前期
NO. 事　　　　業　　　　名

計  

前年度までの実績 平成１７年度計画 事業実施期間

事業費

一般事業
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　　　　 新発田市・豊浦町合併建設計画登載事業（市事業）

22 地域用水環境整備事業（赤遊馬側周辺整備事業） ○ ○

23 親水公園事業 ○ ○

27
まちづくり総合支援事業　高次都市施設整備事業（地域交流
センター）

624,943 233,700 0 0 ○

28 土地区画整理事業　新発田駅前 4,901,222 2,564,000 3,257,486 1,890,500 ○

29
まちづくり総合支援事業　街路事業（中央町緑町線　交流セ
ンター前工区・裁判所工区）

626,225 244,700 227,950 102,053 ○ ○

32 街路事業　五十公野公園荒町線　（荒町～豊町） ○ ○

33 街路事業　島潟荒町線　（東新工区） ○ ○

34 市道改良事業 185,313 174,300 207,311 188,200 ○ ○

35 消雪パイプ整備事業 34,582 22,400 16,830 9,500 ○ ○

36 市街地雨水排水整備事業 18,432 17,500 30,000 28,500 ○ ○

37 都市公園（真木山中央公園）補完整備事業 1,890 1,700 15,000 14,200 ○ ○

38 防災基盤整備事業 39,962 36,900 0 0 ○

39 学校施設整備事業 17,903 0 113,639 70,700 ○

40 児童センター分館整備事業 5,000 ○

41 文化遺産活用住民交流施設整備事業 ○

42 ふるさと農道緊急整備事業（下中ノ目西簔口線） ○ ○

43 有機資源循環対策事業 584,577 555,300 0 0 ○

7,035,049 3,850,500 3,873,216 2,303,653

NO. 事　　　　業　　　　名
事業実施期間

事業費 合併特例債 事業費 合併特例債 前期 後期

合併特例事業

計

前年度までの実績 平成１7年度計画
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　　　　 新発田市・豊浦町合併建設計画登載事業（市事業）

30 街路事業　西新発田五十公野線　（住吉工区・富塚工区） 186,696 ○ ○

31 街路事業　西新発田五十公野線　（東豊工区） ○

44 行政評価システム構築事業 15,996 ○ ○

45 総合情報化推進事業 66,210 38,447 ○

46 行政事務統一事業 37,153 ○

306,055 38,447

24 公共下水道整備事業 1,324,758 665,000 ○ ○

25 特定環境保全公共下水道整備事業 110,037 57,000 ○ ○

26 農業集落排水整備事業 2,153 66,684 ○ ○

1,436,948 788,684

NO. 事　　　　業　　　　名
前年度までの実績 平成１７年度計画 事業実施期間

事業費 合併特例債 事業費

計 　

合併特例債 前期 後期

計

特別会計

前期 後期
NO. 事　　　　業　　　　名

＊富塚工区は芝紫加登載
事業に計上

一般事業

前年度までの実績 平成１７年度計画 事業実施期間

事業費 合併特例債 事業費 合併特例債
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Ⅰ　概　要

 １　合併特例事業

（１）全体計画
　　①合併特例債起債計画額１４３．２億円(参考:芝豊紫加４市町村での計画額合計　２９４．０億円)
　　②合併特例債借入上限額１６３．２億円(参考:芝豊紫加４市町村での上限額　　　　３２２．０億円)
                        

　 　 （単位：千円）

事業費 合併特例債 事業費 合併特例債

0 0 22,263 21,000 　

0 0 720,450 446,300 　

0 0 742,713 467,300

 ２　国県財政支援措置事業

（１）全体計画
　　   国合併準備補助金　０．１億円
　　   国合併補助金　　　  １．８億円　
　　   県合併特別交付金１０．０億円　

（２）平成１６年度までの実績及び１７年度計画
　　　 国合併準備補助金　０．１億円
　　　 国合併補助金　　  　　　０億円
　　　 県合併特別交付金　２．２億円　

 ３　一般事業 （単位：千円）

前年度までの実績 平成17年度計画

0 211,842

982,600 208,676

982,600 420,518

 ４　特別会計 （単位：千円）

前年度までの実績 平成17年度計画

0 1,903,396

平成17年度計画前年度までの実績

合　　　計

合　　　計

区　　　分

合　　　計

区　　　分

県事業　計

市事業　計

備　　　考

農業集落排水事業特別会計
公共下水道事業特別会計

新発田市・紫雲寺町・加治川村合併建設計画登載事業の進捗状況

備　　考

備　　　考

県事業　計

市事業　計

区　　　分
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新発田市・紫雲寺町・加治川村建設計画登載事業一覧（県事業）

3 長堤十里加治川の桜みち整備事業 ○

6 街路事業　本町中田町線（大手町工区） ○ ○

7 歩道整備事業（主要地方道新発田紫雲寺線） 6,400 6,000 ○ ○

8 道路整備事業（主要地方道新潟新発田村上線・紫雲寺橋） ○ ○

9 道路整備事業（県道次第浜新発田線） ○

10 道路整備事業（県道紫雲寺菅谷線） ○ ○

11 広域営農団地農道整備事業（下越中部２期地区） 15,863 15,000 ○

13 県営一般農道整備事業（大中島地区） ○

14 県営一般農道整備事業（見透川地区） ○

22,263 21,000

NO. 事　　　　業　　　　名
合併特例債

平成１７年度計画

合併特例債

事業実施期間

前期 後期

合併特例事業

計

事業費

前年度までの実績

事業費
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新発田市・紫雲寺町・加治川村建設計画登載事業一覧（県事業）

1 県営地域用水環境整備事業（加治川２期地区） ○

2 県営地域用水環境整備事業（阿房堀地区） ○

4 紫雲寺記念公園整備事業 20,000 ○

5 街路事業　本町中田町線（新井田工区） 16,000 ○ ○

12
県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業（苔実・北
成田地区）

○

15 県単ふるさと農道緊急整備事業（紫雲寺地区） 5,902 ○

16 県営湛水防除事業（落堀川地区） 10,684 ○ ○

17 見透川河川改修事業 ○

18 貝屋川（金山川）河川改修事業 ○ ○

19 金山川河川改修事業 ○ ○

20 経営体育成基盤整備事業（坂井川右岸地区） 40,375 ○

21 経営体育成基盤整備事業（紫雲寺地区） 27,625 ○ ○

22 経営体育成基盤整備事業（紫雲寺２期地区） 18,063 ○ ○

23 経営体育成基盤整備事業（浅潟清潟地区） 3,719 ○

24 経営体育成基盤整備事業（復興地区） ○ ○

25 経営体育成基盤整備事業（中川地区） 10,625 ○

26 経営体育成基盤整備事業（加治川地区） 35,063 ○

27 経営体育成基盤整備事業（金塚地区） 23,375 ○

28 かんがい排水事業（胎内川沿岸地区） 411 ○

211,842計 　

一般事業

NO. 事　　　　業　　　　名
前年度までの実績 平成１７年度計画 事業実施期間

事業費 合併特例債 事業費 合併特例債 前期 後期
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新発田市・紫雲寺町・加治川村建設計画登載事業一覧（市事業）

（単位：千円）

1 漁港利用調整事業(フィッシャリｰナ整備事業) ○ ○

3 街路事業　西新発田五十公野線（緑町工区） ○ ○

4 街路事業　西新発田五十公野線（富塚工区） 50,902 21,300 ○

5 道路事業　西新発田五十公野線（東豊工区） ○

6 街路事業　島潟荒町線（東新工区） ○ ○

7 市道改良事業（中央町向中条線ほか） 357,650 195,400 ○ ○

8 水道施設監視制御システム構築事業 ○

9 送水管整備事業 9,000 9,000 ○

10 老朽管更新事業 ○ ○

14 消防防災施設整備事業 24,700 23,400 ○ ○

19 七葉小学校整備事業 4,704 ○

20 紫雲寺中学校整備事業 25,110 ○

21 加治川地区統合小学校整備事業 100,600 57,000 ○

22 共同調理場再編整備事業 127,109 120,700 ○

24 青少年研修施設整備事業 6,500 6,100 ○

25 保健センター整備事業 ○

26 加治・中倉地区統合保育園整備事業 ○

27 西園保育園・ひまわり学園移転整備事業 14,175 13,400 ○

28 地域交流施設整備事業 ○ ○

29 加治川地区公民館改築事業 ○

0 0 720,450 446,300

事業実施機関

前期 後期合併特例債

前年度までの実績 平成１７年度計画

事業費 合併特例債 事業費

合併特例事業

計

NO. 事　　　　業　　　　名
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新発田市・紫雲寺町・加治川村建設計画登載事業一覧（市事業）

2
森林病害虫等防除事業・保全松林健全化整備事業（松くい
虫防除事業）

27,268 ○ ○

13 農業集落排水事業（住田地区） 119,727 ○

15 情報化推進事業 9,515 ○

16 地域水産物供給基盤整備事業（特定） 36,375 ○ ○

17 農村振興総合整備事業 12,780 ○

18 観光案内板設置管理事業 ○

23 国史跡　奥山荘城館遺跡　金山城館遺跡整備事業 ○ ○

30 ホームページ改訂事業 ○

31 固定資産現況調査事業 ○

32 行政評価システム構築事業 3,011 ○ ○

33 紫雲の郷整備事業 982,600   ○ ○

982,600 0 208,676 0

11 公共下水道整備事業（紫雲寺地区、加治川以西地区） 1,206,252 ○ ○

12 公共下水道整備事業（加治川地区） 697,144 ○ ○

1,903,396計

計

特別会計

一般事業

NO. 事　　　　業　　　　名
前期 後期

前年度までの実績 平成１７年度計画 事業実施機関

事業費 合併特例債 事業費 合併特例債

NO. 事　　　　業　　　　名
前期 後期

前年度までの実績 平成１７年度計画 事業実施機関

事業費 合併特例債 事業費 合併特例債
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